
 

1/12 

相続税 R4をご利用のお客様各位 

株式会社 東洋 

TEL：075-501-6616 

 

 

 

 

平成 27 年分の贈与税の申告書に対応した「相続税 R4 平成 27 年贈与税対応版（Ver.15.20）」のリリー

ス予定について、以下のとおりご連絡します。このプログラムは、平成 27 年 1 月１日以降に発生した

相続税および贈与税の申告に使用していただけます。 

なお、以下の内容は変更される可能性があります。あらかじめご了承願います。 

 

１．発行プログラムと対象バージョン 

２．リリース時期（予定） 

３．贈与税改正の内容について 

４．システムの主な対応内容（税制改正関係）(予定)  

５．システムの主な対応内容（機能改善関係）(予定) 

６．発生障害の対応内容 

７．バージョンアップ後の確認事項 

８．フォルダー構成 

１．発行プログラムと対象バージョン 

システム名 発行バージョン バージョンアップの対象 

相続税 R4 Ver.15.20 Ver.15.10／15.10a／15.11 

※Ver.15.20 へのバージョンアップ時にライセンス認証が必要になります。 

※R4 シリーズのアプリケーションを初めてセットアップする際、Ｅｉボードが自動でセットアッ

プされます。 

※ネットワーク環境でご利用の場合は、別途［ネットワーク基本ライセンスサーバー版］および

接続端末台数分の［ネットワーク基本ライセンス クライアント版］が必要です。これらをイ

ンストールすることによりアプリケーションは同時接続数ライセンス仕様となります。 

 

R4 コンバーター 
コンバート先 

（相続税 R4） 

コンバート元 

(旧製品) 

Ver.2.80（予定） 

Ver.15.2 
相続・贈与税顧問：Ver.H27.10、H27.20 

財産評価顧問  ：Ver.H27.10 

Ver.14.3 
相続・贈与税顧問：Ver.H26.10、H26.20、H26.30 

財産評価顧問  ：Ver.H26.10 

Ver.13.1 
相続・贈与税顧問：Ver.H25.10、H25.20 

財産評価顧問  ：Ver.H25.10、H25.11 

※コンバートを行う環境には、上記バージョンの旧製品プログラムがセットアップされている必

要があります。 

※旧製品の平成26年版データを相続税R4 平成27年版へ直接コンバートすることはできません。 

相続税 R4 平成 27 年贈与税対応版（Ver.15.20）の予定 
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２．リリース時期（予定） 

2-1．Ｅｉボードダウンロードマネージャーの公開（予定） 

2016 年 1 月 21 日（木） 

2-2．マイページのダウンロード公開（予定） 

2016 年 1 月 21 日（木） 

2-3．オプションCD保守契約 送品開始（予定） 

・インターKX 相続税 R4 ：2016 年 1 月 29 日（金） 

・相続税顧問 R4 ：2016 年 1 月 29 日（金） 

 

（参考）平成 27 年分贈与税の申告と納税は、平成 28 年 2 月 1 日(月)から 3 月 15 日(火)までです。 

2-4．R4コンバーター Ｅｉボードダウンロードマネージャー/お役立ちToolsの公開（予定） 

2016 年 1 月 20 日（水） 

2-5. 贈与税の電子申告対応について 

平成 27 年分贈与税の電子申告に対応した相続税 R4 電子申告プログラム（Ver.15.2.e1）は、電子

申告 R4（Ver.15.20）と同時に 2016 年 1 月 29 日（金）にダウンロード公開する予定です。 

 

３．贈与税改正の内容について 

システムに関係する贈与税改正の内容は、次のとおりです。 

3-1．暦年課税贈与の贈与税の税率構造の見直し 

最高税率の引上げや直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率構造が、次のとおり変更にな

りました。 

基礎控除後の課税価格 
改正前 

税率 

一般贈与財産 特例贈与財産 

一般 

税率 
控除額 

特例 

税率 
控除額 

～ 200 万円以下 10％ 10％ － 10％ － 

200 万円超 ～ 300 万円以下 15％ 15％ 10 万円 
15％ 10 万円 

300 万円超 ～ 400 万円以下 20％ 20％ 25 万円 

400 万円超 ～ 600 万円以下 30％ 30％ 65 万円 20％ 30 万円 

600 万円超～1,000 万円以下 40％ 40％ 125 万円 30％ 90 万円 

1,000 万円超～1,500 万円以下 

50％ 

45％ 175 万円 40％ 190 万円 

1,500 万円超～3,000 万円以下 50％ 250 万円 45％ 265 万円 

3,000 万円超～4,500 万円以下 
55％ 400 万円 

50％ 415 万円 

4,500 万円超～        55％ 640 万円 

■特例贈与財産（特例税率を適用する財産） 

暦年課税の場合において、直系尊属（父母・祖父母など）からの贈与により財産を取得した

受贈者（財産の贈与を受けた年の 1 月 1 日において 20 歳以上の者に限る）については、「特

例税率」を適用します。 

■ 一般贈与財産（一般税率を適用する財産） 

上記の「特例税率」の適用がない財産については、「一般税率」を適用します。 
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3-2．相続時精算課税制度の見直し 

適用対象者の範囲の拡大など相続時精算課税の適用要件が変更されました。 

・適用対象とされる贈与者の年齢制限の引下げ 

・適用対象とされる受贈者に贈与者の 20 歳以上の孫が追加 

 改正前 改正後 

贈与者 
・贈与をした年の 1 月 1 日において

65 歳以上の父母又は祖父母など 

・贈与をした年の 1 月 1 日において

60 歳以上の父母又は祖父母など 

受贈者 

・贈与をうけた年の 1 月 1 日において

20 歳以上の者 

・贈与を受けた時において贈与者の

推定相続人 

・贈与をうけた年の 1 月 1 日において

20 歳以上の者 

・贈与を受けた時において贈与者の

推定相続人及び孫 

3-3．住宅取得等資金の贈与税の非課税 

平成 27 年１月１日から平成 31 年 6 月 30 日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与に

より、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等（以下「新築等」）の対

価に充てるための金銭（以下「住宅取得等資金」）を取得した場合において、一定の要件を満た

すときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。 

■住宅取得等資金の受贈者ごとの非課税限度額 

住宅用の家屋の種類 

 

住宅用家屋の新築 

等に係る契約の締結日 

省エネ等住宅 
左記以外の

住宅 

消費税等の税率が 10%の場合 

省エネ等住宅 
左記以外の

住宅 

平成 27 年 12 月 31 日まで 1,500 万円 1,000 万円 

－ － 平成 28 年 1 月 1 日から 

平成 29 年 9 月 30 日まで 1,200 万円 

 

700 万円 

 
 

平成 28 年 10 月 1 日から 

平成 29 年 9 月 30 日まで 
3,000 万円 2,500 万円 

平成 29 年 10 月 1 日から 

平成 30 年 9 月 30 日まで 
1,000 万円 500 万円 1,500 万円 1,000 万円 

平成 30 年 10 月 1 日から 

平成 31 年 6 月 30 日まで 
800 万円 300 万円 1,200 万円 700 万円 

■震災に係る住宅取得等資金の受贈者ごとの非課税限度額 

住宅用の家屋の種類 

 

住宅用家屋の新築 

等に係る契約の締結日 

省エネ等住宅 
左記以外の

住宅 

消費税等の税率が 10%の場合 

省エネ等住宅 
左記以外の

住宅 

平成 31 年 6 月 30 日まで 

1,500 万円 1,000 万円 

－ － 

 

平成 28 年 10 月 1 日から 

平成 29 年 9 月 30 日まで 
3,000 万円 2,500 万円 

平成 29 年 10 月 1 日から 

平成 31 年 6 月 30 日まで 
1,500 万円 1,000 万円 

 

《参考》国税庁のホームページ 

相続税及び贈与税の税制改正のあらまし（平成 27 年 1 月 1 日施行） 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/ 

「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf 

 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf
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3-4．様式変更 

贈与税の次の帳票が変更される見込みです。 

帳票名 

第一表 贈与税の申告書 

第一表の二 贈与税の申告書（住宅取得等資金の非課税の計算明細書） 

第一表の三 贈与税の申告書（震災に係る住宅取得等資金の非課税の計算明細書） 

第二表 贈与税の申告書（相続時精算課税の計算明細書） 

第三表 贈与税の修正申告書（別表） 

第三表 贈与税の修正申告書（別表の付表） 

農地等の贈与税の納税猶予税額の計算書 

株式等納税猶予税額の計算書（贈与税） 

相続時精算課税選択届出書 

４．システムの主な対応内容（税制改正関係）（予定） 

贈与税改正に伴う主な対応内容は、以下のとおりです。 

4-1. 贈与税 帳票の変更（贈与税改正対応） 

システムで対応している贈与税関係の帳票の主な変更点は次の予定です。印刷フォーム、入力画

面などを変更します。 

表番号 変 更 内 容 

第一表 ・欄外右上の帳票 ID の変更 

・財産区分（特例贈与財産、一般贈与財産）の追加 

・国外財産に該当するか否かの区分の追加 

※種類別財産入力に、「財産区分」（特例贈与、一般贈与）、

「国外財産」の項目を追加 

※種類別財産一覧に、「財産区分」、「国外財産」の表示

を追加 

第一表の二 ・タイトルの年分：平成 26 年分→平成 27 年分 に変更 

・非課税限度額：（1,000 万円又は 500 万円）→（1,500

万円又は 1,000 万円）に変更 

・「非課税限度額の残額の計算」欄が「非課税限度額」欄

に変更 

・新築・取得・増改築等に係る契約年月日：項目追加 

第一表の三 ・タイトルの年分：平成 26 年分→平成 27 年分 に変更 

・「非課税限度額の残額の計算」欄が「非課税限度額」欄

に変更 

・新築・取得・増改築等に係る契約年月日：項目追加 

第二表 ・欄外右上の帳票 ID の変更 

・国外財産に該当するか否かの区分の追加 

第三表（別表） ・タイトルの年分：平成 26 年分→平成 27 年分 に変更 

・非課税限度額の変更 

・第一表・第一表の二・第二表の変更に伴う変更 

第三表（別表の付表） ・タイトルの年分：平成 26 年分→平成 27 年分 に変更 

・第一表の三の変更に伴う変更 

農地等の贈与税の納税猶

予税額の計算書 

・第一表の項目追加に伴う変更 

株式等納税猶予税額の計

算書（贈与税） 

・説明の変更 
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相続時精算課税選択届出

書 

・マイナンバー記載欄の追加 

※平成 28 年分の届出書から記載します。平成 27 年分は

記載不要です。 

・「2 年の途中で特定贈与者の推定相続人又は孫となっ

た場合」、「推定相続人又は孫となった理由」、「推

定相続人又は孫となった年月日」に変更 

4-2．第一表の二（第一表の三）非課税枠の選択リストの変更（贈与税改正対応） 

第一表の二（租税特別措置法適用）が選択されている場合の「非課税枠」の選択リストを変更し

ます。 

 
 

適用法 非課税枠 

第一表の二（租税特別措置法適用） 
1,000 万円 

1,500 万円 

第一表の三（震災特例法適用） 
1,000 万円 

1,500 万円 

（参考）住宅取得等資金の贈与税の非課税限度額を適用して、「第一表の二又は第一表の三」を作

成する場合は、あらかじめ、次の設定がされている必要があります。 

 

① 

［贈与者情報登録］の［受贈者との続柄］で「直系尊属」にチェックが付いて

いる贈与者である。 

 

② 

［種類別財産入力］の［課税方法／特例］で「住宅取得資金の非課税」が選択

されている。 

 

 

「続柄」を選択すると、「直

系尊属」に該当するときは

チェックが付きます。 

「直系尊属」の贈与者を選択します。 
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4-3. 相続税 第4表の付表 帳票追加 

次の帳票の入力画面と帳票印刷に対応します。 

対応帳票 

第 4 表の付表 相続税額の加算金額の計算書付表（措置法第 70 条の 2 の 3 第 10 項第 2 号

に規定する管理残額がある場合）（平成 27 年 4 月分以降用） 

 

4-4. 相続税 第8の4表 入力画面の追加 

次の帳票印刷には対応していませんが、第 1 表、第 8 の 5 表に転記する項目の入力画面のみ対応

します。 

未対応帳票 

第 8 の 4 表 医療法人持分納税猶予税額・税額控除額の計算書 

第 8の 4 表の付表 医療法人の持分の明細書・基金拠出型医療法人へ基金を拠出した場合

の医療法人持分税額控除額の計算明細書 

※第 8 の 4 表、第 8 の 4 表の付表を作成する場合は、税務署用紙に手書きにて作成をお願いします。 

■入力画面の追加 

第 8 の 4 表、第 8 の

4 表の付表の計算結

果のみ入力する画

面を追加します。 

 

 

 

 

【第 8の 4表 税務署用紙】 

 
 

■医療法人持分 関連項目の追加 

・［案件基本情報］→［相

続税］の特例適用情報

に「医療法人持分納税

猶予・税額控除」を追

加します。 

 

※［相続人情報登録］で

「医療法人持分相続

人」にチェックが付い

ている相続人がいる場

合に、チェックが付き

ます。 
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・［相続人情報登録］→［相続

人情報］で「納税猶予（税額

控除）」に「医療法人持分相

続人」を追加します。 

第 8 の 4 表、第 8 の 4 表の付

表を作成する相続人はチェッ

クを付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．システムの主な対応内容（機能改善関係）（予定） 

機能改善等の主な対応内容は、以下のとおりです。 

5-1．土地等（路線価方式）の評価 「雑種地」の対応（財産評価） 

・土地及び土地の上に存する権利の評価 第１表「容積率の異なる 2 以上の地域にわたる宅地」欄

は、細目（現況地目）が「宅地」の場合に「控除割合」を入力できるようにしていますが、「雑

種地」のときも入力できるように変更します。 

・土地及び土地の上に存する権利の評価 第 2 表「貸宅地」欄は、細目（現況地目）が「宅地」の

場合に「借地権割合」を入力できるようにしていますが、「雑種地」のときも入力できるよう

に変更します。 

5-2．土地等（路線価方式）の評価 分割評価内訳明細書 項目名の変更（財産評価） 

［分割総合］タブや「分割評価内訳明細書」の「地積」には、持分割合を反映する前の実測地積

を出力しているため、項目名を「実測地積」に変更します。 

 

 

 

 

 

 

5-3．立木の評価「総合等級（指数）」小数点以下の桁数増加（財産評価） 

山林・森林の立木の評価で、「総合等級（指数）」欄は、小数点以下 2 桁となっていますが、「小

数点以下 3 桁に変更します。 

・「総合等級の計算方法」が「総合指数」の場合には、計算結果が小数点以下 3 桁になる場合

があります。 

・また、財産連動先の「種類別財産（債務）入力」の「その他の財産」で、「立木」、「その

他」の「倍数 1」を小数点以下 3 桁に変更します。 

※Ver.15.20 へデータ変換後、「総合指数」が選択されていて、「総合等級（指数）」が小数

点以下 3 桁になる場合は、「算出額」が変更される場合があります。 

【参考】 

分割総合データの［概要］タブの「実測地積」には、土地全体の実測地積を入力します。分

割加算データに持分割合を入力している場合でも、分割総合の実測地積は土地全体の地積で

計算します。 
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5-4．取引相場のない株式の評価 第4表 「直前期末の資本金等の額」がマイナスのときは、(C)、

(D)を負数で計算するように変更（財産評価） 

取引相場のない株式の評価 第 4 表の(C1)、(C2)、(C)、(D1)、(D2)、(D)は、国税庁の「取引相場

のない株式（出資）の評価明細書の記載方法等」で説明されているように負数のときは、0 とし

て計算していますが、「直前期末の資本金等の額」がマイナスになっている場合は、マイナスの

まま計算するように変更します。 

 

 

 

 

 

 

5-5．法定相続人がいない案件の対応（相続税） 

法定相続人がいない場合でも相続税の申告書が作成できるように対応します。 

法定相続人がいない場合は、法定相続割合が 1 でないため、財産の登録などができずに相続税申

告ができないようになっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6．種類別財産(債務)入力 入力画面の改善（相続税、贈与税） 

種類別財産（債務）一覧画面および種類別財産入力画面について、横サイズが長く、横スクロー

ルが必要な状態であったため、推奨解像度環境では横スクロールが発生しないようにするなど、

入力レイアウトを見直しました。 

（推奨解像度(ウィンドウサイズ)は、中フォント 1280×1024 以上、小フォント 1024×768 以上） 

【ご注意】 

Ver.15.20 へデータ変換後、「直前期末の資本金等の額」がマイナスになっている場合は、評

価額の見直しをお願いします。 

【データ変換後の確認事項】 

Ver.15.20 へデータ変換後、または［旧バージョンデータ読込］後に、「法定相続人がいない

案件」（法定相続割合、未分割割合の合計が「0.0000」）を起動した場合は、次のメッセージ

が表示されます。 

 
 

［相続人情報登録］→［相続人情報一覧］で、［確定］をクリックしてください。 

相続税の申告書などが入力できるようになります。 
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5-7．第11表 入力画面の追加（相続税） 

・第 11 表に、第 11 表合計表と第 15 表財産明細別の入力画面を追加します。 

未分割割合で自動計算した未分割財産の価額を修正できるようにします。 

・第 11 表の合計表に印刷する金額を、選択できるようにします。 

選択する項目名 説 明 

未分割割合であん分した額 未分割財産の価額の合計額を未分割割合であん分計算 

細目別（第 15 表）の合計額 
細目別の未分割財産を未分割割合であん分計算した価

額の合計額 

 

 

5-8．案件基本情報 税理士署名押印欄の対応（贈与税） 

平成 26 年度税理士法改正、補助税理士制度の見直し（平成 27 年 4 月 1 日施行）がなされたこと

に伴い、税理士情報の設定方法や税務書類の税理士署名押印欄の出力方法を変更しました。 

贈与税の次の帳票について対応します。 

第一表 贈与税の申告書、第一表 贈与税の申告書（修正）、相続時精算課税選択届出書 

※相続税については、前回の平成 27 年相続税対応版（Ver.15.1）で対応済みです。 

■案件基本情報 設定項目の追加 

［印刷設定］タブ→［贈与税］タブの「第一表 贈与税の申告書」、「相続時精算課税選択届出書」

に、「税理士 事務所名」、「税理士登録区分」、「税理士 直接受任」を「印刷する／印刷しな

い」の設定を追加します。 

■印刷初期値設定 設定項目の追加 

［設定］タブ→［印刷初期値設定］→［贈与税］タブの「第一表 贈与税の申告書」、「相続時精

算課税選択届出書」に、「税理士 事務所名」、「税理士登録区分」、「税理士 直接受任」を「印

刷する／印刷しない」の設定を追加します。 

※「印刷初期設定」は、案件データを新規に作成するときの初期値になります。 

■印刷条件設定 設定項目の追加 

「第一表 贈与税の申告書」、「相続時精算課税選択届出書」のプレビューで、［設定］ボタン→

印刷条件設定［固有設定］タブに、「税理士 事務所名」、「税理士登録区分」「税理士 直接受

任」を「印刷する／印刷しない」の設定を追加します。 

第 15 表財産細目 

第 11 表合計表 

未分割 
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5-9．税務代理権限証書の添付書面 機能の改善（相続税、贈与税） 

添付書面の第 1 項、第 2 項を起動するボタンを別々に設けて、税目ごとに作成できるように改善

します。 

また、第 1 項と第 2 項をあわせて 8 件（8 税目）の添付書面が作成できるようになります。 

 

改善前 

 

Ver.15.1 

 

 

改善後 

 

Ver.15.2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．発生障害の対応内容 

次の問題に対応しました。 

6-1．土地（路線価方式）ゴルフ場用地等 自用地の評価額の端数処理不正（財産評価） 

土地及び土地の上に存する権利の評価 第 2 表「ゴルフ場用地等」の「自用地の評価額」の端数処

理を四捨五入していましたので、切り捨てで計算するように変更します。 

※Ver.15.20 へデータ変換後、「自用地の評価額」が 1 円少なくなる場合があります。 

6-2．定期借地権等の評価 通常取引価額② 端数処理不正（財産評価） 

定期借地権等の評価で、「通常取引価額②」の端数処理を四捨五入していましたので、切り捨て

で計算するように変更します。 

※Ver.15.20 へデータ変換後、「通常取引価額②」が 1 円少なくなる場合があります。 

6-3．立木の評価 「総合指数」の計算不正（財産評価） 

山林・森林の立木の評価で、「総合等級の計算方法」で「総合指数」を選択している場合、「総

合等級（指数）」を小数点以下切り捨てで計算していましたので、小数点以下 3 桁まで計算する

ように変更します。 

※「総合等級の計算方法」で「総合等級表」を選択している場合は問題ありません。 
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6-4．取引相場のない株式の評価 第5表 財務で追加した科目の連動不正（財産評価） 

財務システムの「科目マスター設定」で、「貸借科目」に追加した科目（性質キーが同じ番号の

科目）がある場合、追加した科目の残高を取引相場のない株式の評価 第 5 表に連動していません

でしたので、連動するように対応します。 

6-5．贈与税の修正申告 第二表でエラーが表示される（贈与税） 

贈与税の修正申告で、相続時精算課税の設定が当初申告時から変更されていると、エラーが表示

されて、贈与税の申告書 第二表が表示されない場合がありましたので、対応します。 

6-6．種類別財産（債務）入力 その他の財産 立木等の端数処理不正（贈与税、相続税） 

［種類別財産（債務）入力］→［その他の財産］→［立木］または［その他］で、共有持分が設

定されている場合、「価額」の端数処理を四捨五入していましたので、切り捨てで計算するよう

に変更します。 

※Ver.15.20 へデータ変換後、共有持分が設定されている場合「価額」が 1 円少なくなる場合

があります。 

７．バージョンアップ後の確認事項 

7-1．旧バージョンデータ変換処理の実行 

旧バージョンデータ（Ver.15.1）を Ver.15.2 へ一括でデータ変換します。Ver.15.2 へバージョン

アップ後に「相続税 R4 H27」を起動すると、データ変換処理の前にバックアップの確認画面が表

示されます。［はい］をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データ件数が多く、変換処理に時間がかかる場合は、［キャンセル］をクリックしてデータ変換

処理を中止することができます。 

Ver.15.1のデータは、[旧

データ]アイコン付で表示 
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データ変換処理を中止した場合は、

［旧データ］アイコンが付いてい

る案件を選択すると、データ変換

処理画面が表示されます。 

 

［はい］をクリックするとデータ

変換処理が行われます。 

 

 

 

 

 

 

バックアップの確認画面で、［はい］

をクリックしてください。 

 

［いいえ］をクリックすると、旧バー

ジョンデータのバックアップを作成

しないでデータ変換を実行します。 

 

7-2．贈与税第一表の二 非課税枠の見直し 

相続税 R4 （Ver.15.1）の贈与案件で平成 27 年分の贈与財産を先行入力できます。 

Ver.15.2 へバージョンアップ後は、住宅取得等資金の「非課税枠」が「適用なし」に変更されて

いますので、贈与税改正に伴い変更された項目とあわせて見直してください。 

８．フォルダー構成 

■データベース 

¥ 

└ R4_RDB   ............................................ データベース格納フォルダー 

  └ sozoku_3 ...................................... 相続税 R4 Ver.15 データフォルダー 

■プログラム 

¥ 

└ Program Files（64bitOS は Program Files(x86)） 

  └ Epson 

   └ R4 

    └ sozoku_3 ....................... 相続税 R4 Ver.15 プログラム格納フォルダー 

 
以上、よろしくお願いします。 


